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はじめに 

 

皆様こんにちは。ご紹介いただきました古澤でございま

す。本日の講演会はオンラインですが、150名を超える

方々が、しかも全国各地からご参加いただいていると伺っ

ております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて本日の私からの話題提供は、アフターコロナの公園

緑地であります。言い換えますと、ストックマネジメント

をどうしていくかというテーマを考えております。蓑茂所

長からございました通り、今、日本の社会資本、いわゆる

インフラが公園だけでなく、道路や河川、いずれも大変老

朽化が進んでおり、それの対策が急務となっております。 

一方、現在も続きますコロナですが、コロナ禍を経た

後、まちづくりをどうしていくべきかという議論が今も盛

んに進められております。この老朽化対策をする上でも、

このコロナでの議論というのは大変に参考になるのではな

いかと考えております。今日はこの老朽化対策をコロナの

問題とも絡めまして、話題提供させていただければと思い

ます。 

老朽化対策は単なる施設の修繕、更新ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修繕し更新するということは言い換えれば、これからも使

い続けるようにするということであります。従いまして、

ただ、今まであったものの形に維持するというだけではな

く、いかにこれからの時代に合わせて使いやすくしていく

のかという視点がどうしても必要になります。 

今日は行政担当官の方だけでなく、大学の方、そして一

般市民の方、いろいろなお立場の方がいらっしゃるようで

ございます。この公共施設、インフラの管理は行政の役割

ではありますが、そのインフラは、元々は使うために存在

するものであります。 

ぜひ市民の皆様方も使うお立場で、今日のお話をお聞き

いただければ幸いでございます。それでは只今から15時

まで約80分間、少々長丁場になりますが、どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 

３つの観点 

 

本日は3点の観点からお話をさせていただきます。 

第33回講演会  

 

日時：令和4年（2022年）2月24日(木)13：30～15：30 手法：オンライン開催(Microsoft Teams使用) 

 

『アフターコロナの公園緑地 －老朽化する社会資本の再整備の視点から－ 』 

 

東急不動産（株）顧問 古澤 達也 氏 

＜講師プロフィール＞ 

1962（昭和37）年 東京生まれ。1985（昭和60）年に東京大学農学部を卒業、同年4月 建設省入省。主として都市計画、公園緑地、古都保存、都市農地問

題等を担当。さいたま市技監、国土交通省都市局公園緑地・景観課緑地環境室長、公園緑地・景観課長、大臣官房審議官（都市生活環境担当）などを歴任

し、2021（令和3）年7月に退官。現在は東急不動産（株）顧問。 
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1点目が都市とオープンスペースという観点です。この

後ご覧いただきますが、このコロナ禍では多くの市民の方

が公園に集まる姿が見られました。人々が集まって住む街

中では屋外空間、オープンスペースが必要だということが

改めて認識された状況だと思います。このオープンスペー

スの効用とは何なのかを改めて歴史とともに振り返ってみ

たい、これが1点目でございます。 

2点目は今日のテーマにもなります、インフラの老朽化

の状況です。インフラの建設は国内では昭和30年代の後

半から本格化致しました。そのため今のインフラはいずれ

も整備後50年を経過するものが続々と増えてきておりま

す。政府としても10年ほど前から本格議論がなされ、今

も対策が続けられていますが、老朽化対策をするというの

は何が課題になっているのか、その辺りについてご一緒に

見ていただければと思います。 

3点目が、アフターコロナのまちづくりというテーマで

す。コロナ禍では人々の行動も様々な点で変容致しまし

た。ニューノーマルとも言われますが、この中にあって、

まちづくりは今後どのような視点で進めていけば良いのか

という議論が特に大都市部を中心に、今でも進んでおりま

す。この議論、老朽化対策でこれから修繕・更新をしてい

くときに留意する点は何なのかということ、改めてこの視

点を与えてくれると考えます。単なる施設の修繕・更新を

超えたストックマネジメントという観点から、この内容の

確認をさせていただければと思います。 

 

１．都市とオープンスペース 

①コロナ禍における公園利用 

 

それではまず1点目の、都市とオープンスペースという

観点からご覧いただきます。この写真ですが、これは今か

ら2年前の4月、ちょうど初めて三大都市圏などで、緊急

事態宣言が出された直後の写真であります。これは私の自

宅近くの2ヘクタール程度の近隣公園なのですが、ご覧の

通り、まだ新型コロナというものがどういうものか、情報

が不足する中で、大変恐怖心を抱いていた中にあって、こ

れだけ多くの方々が集まる姿が見られました。 

行き場のない中高生や大人の方々が自宅周りの公園にた

くさん集まったという状況です。これはこのエリアに限ら

ず、各地で身近な公園にたくさんの人が集まる姿が見られ

たところです。 

 

人々が集まったのはデータにも表れております。左下の

棒グラフをご覧ください。これはコロナ前後の都立公園の

利用実績です。都の公園の指定管理者でありますNPO 

birthさんのご協力でデータをご提供いただきました。こ

れによりますと、平日でも2倍、それから休日でも1.5

倍、利用者が前年より増えていることがわかります。 

またこれ以外に、国土交通省が市民意識調査を行ってお

ります。その意識調査の中では、今後必要な公共施設のト

ップに公園緑地の充実が挙げられておりました。他にも、

公園緑地以外にも人が溜まって集まれる屋外空間が足りな

いという声が、アンケートの結果から浮かび上がってきて

おります。このような結果が出るのは、大都市部を中心に

人々が集まる都市部というのは大変息が詰まる空間である

ということがあろうかと思います。 
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②公園緑地の役割とは？ 

 

この写真は東京のスカイツリーから足元を写した写真で

すが、ご覧の通りオープンスペースと呼ばれるようなもの

がほとんど見当たりません。 

一部、右側に舗装面ではありますが学校の校庭が見える

程度です。こういったような環境を見ますと、やはり生物

たる人間、本能的に自然や緑が欲しくなるのかなと思うと

ころではあります。 

 

こちらは、コロナ禍以前の再整備の例になります。南池

袋公園、東京都豊島区の公園です。戦災復興の区画整理で

造られた、こちらも2ヘクタールに満たない小さい公園で

すが、従前は浮浪者の方々向けの炊き出しの場所で、近く

の方々からもある意味、疎んじられる空間になっていたと

ころです。 

東京電力の変電所をこの地下に設けるという計画があ

り、それに合わせて再整備がなされました。再整備後の姿

がこちらです。芝生広場の空間に変えたところ、区の内外

からたくさんの方が訪れる空間に生まれ変わりました。 

豊島区はそれまで衰退するというふうに言われたことも

あったのですが、この公園を皮切りに、池袋駅の東口・西

口、いろいろと再整備が進んでおります。今では住んでみ

たい区のトップにも挙げられるほど、この公園一つの再整

備で、街の印象がガラッと変わってしまった例になりま

す。以上のように、コロナ禍の前後ではありましたが、都

市部ではオープンスペース、屋外の空間にたくさん人が集

まるという行動が見られました。 

 

公園緑地の効用がここにございますが、この効用と言い

ますか効果は、やはり人が集まる都市部で強く意識される

ものです。 

効用というのは、使い方によって様々にその意味づけが

異なってきます。それを表したものがこちらの図になって

おります。効用の説明の一つとして、こちらにありますよ

うに存在機能と利用機能という区分で説明する場合がござ

います。文字の通り、存在機能というのはそこにあるだけ

で発揮する効果、そして利用機能がその公園を利用するこ

とで発揮される効果というように取っていただければと思

います。 

もちろん効果というものは、相互に重なり合う性格を持

ちますので、厳密にこのように区分できるわけではありま

せんし、また、効用は地域の状況ですとか、その公園を利

用される人々のニーズに応じて期待される効果というもの

も様々であるというところが特徴です。 

先程見ていただいたような大都市部であれば、芝生の広

場であるだけであれだけの人が集まりますし、一方、山に囲

まれた平地の少ないような街であれば、人が集まって運動

ができる平場の空間が欲しいという声が寄せられます。 

さらに言えば、これら公園緑地が発揮する効用、求めら

れる効用というのは、もともと公園が持っていたというよ

りは、時代や社会の要請に応じて少しずつ加わってきて、

現在の姿になっていると言うことができるものでありま

す。この点、道路や河川、あるいは上下水道といったもの

が、当初から整備目的、その効果というものがある程度固
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まっている施設が多い中にあって、公園は時代とともにそ

の役割・効用というものが変遷してきている、しかも重層

的に折り重なっているというところがある意味、特殊なの

かも知れません。 

 

③公園緑地の歴史・経緯 

 

では、どのような経緯で、この公園緑地に求められる効

果が発現されてきたか、そのあたりを少し振り返ってみた

いと思います。こちらが日本で公園が初めて制度化された

時の資料になります。 

今から150年前、明治6年のことであります。ここに太

政官布達第16号とありますが、これは現在の法律にあた

るもので、これによって初めて公園というものが制度とし

て位置づけられたということであります。内容は下に読み

下し文がございます。古来から人々が集まる遊観の地は今

後公園とするので、図面を添えて大蔵省に申請すること、

というのが内容でありました。 

 

最初に図面を提出されたのは、当時の東京市でした。全

部で五つの公園が申請されています。ご覧いただいており

ますのがそのうちの一つ、三縁山広度院増上寺、現在の都

立芝公園がある部分であります。こちらが大蔵省に提出し

た図面になっております。 

 

当時の状況を描いた錦絵になります。ご覧いただく通

り、桜を見に、たくさんの方々が集まっております。着物

の方だけでなく洋服で着飾った方々などもみられ、明治初

期の様子が描かれています。 

 

五公園の一つ、寛永寺の境内、現在の都立上野公園の様

子です。こちらも桜の花見の様子の写真です。年代がはっ

きりしないのですが、おそらく明治10年代から20年代の

写真かと思われます。花見には飲食はつきものですので、

自ら持ち込んでいらっしゃる方も右の方に見えますが、そ

れ以外に当時の公園では公園の中に旅館があったり、料亭

があったり、飲食店があったりというように併設されてい

たところも多かったようです。 

この上野公園でも現在も営業されている精養軒がござい

ますし、またシダレザクラで有名な京都の円山公園も元々

お寺の境内地だったところで、江戸時代から旅館と料亭で

賑わった場所がそのまま公園になったところです。また東

京の五公園の一つ、浅草寺の境内地、浅草公園ですが、現

在もたくさんの方々、観光客が訪れますが、今の仲見世の

あたりも公園の区域の一部で、そこの地代をもって東京市
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全域の公園の管理費に充てていた、今で言う特別会計が組

まれていたようなところです。このように今から150年前

に公園が初めて制度化されたときに、公園に求められた効

用は、もともと江戸時代から人々が集まる場所を保全・安

寧すること、今で言う行楽の地、花見や飲食の場、アウト

ドアレクリエーションの場というものが強く意識されてい

たわけです。 

 

続いては今から137年前、公衆衛生と健康というものが

加わったものです。それがご覧いただきます、明治21年

の東京市区改正条例、現在で言うところの都市計画です。 

東京は江戸から明治になった当初も、火災と疫病に悩ま

され続けました。その対応として街をしっかりと整備し、

道路や上下水道を確保する都市計画が進められたわけで

す。ご覧いただいております図は、明治21年の市区改正

の設計図の一部になります。この市区改正については、3

年前の明治18年、1885年から設計審査会が13回にわたっ

て開催され、そこで議論が重ねられて成案が得られていま

す。 

 

審査会の中で初めに公園の必要性の口火を切りましたの

が、初代の衛生局長であった長与専斎という方です。長与

専斎の主張は、この黄色い部分ですが、公園の必要性は第

一に衛生上から考えれば、大気汚染などを軽減する都市の

肺であるということ、そして二つ目には、適度な運動と新

鮮な大気を吸うことによって、明日も働く元気を得るこ

と、つまり公園の効用は公衆衛生と健康である、というよ

うに説いたわけであります。当時日本でもコレラが流行し

ていました。その前年、明治17年にはコッホ博士によっ

てコレラ菌の純粋培養に成功されておりますが、それ以前

は瘴気と呼ばれる悪い空気が地面から湧き出てきて、それ

が伝染病の原因であるという説が広く信じられておりまし

た。 

その対策の一つが土地を乾かすこと、そのためには木を

植えるということがあったようであります。都市の肺にも

そういった痕跡があるというものが日本造園学会長の小野

先生の論文にも記されておりました。 

 

さてこの市区改正で初めて造られた公園、一から設計さ

れたのが現在もあります、東京の日比谷公園であります。

この日比谷公園、もともと江戸時代は海であったところが

埋め立てられ外様大名の屋敷になっていたところです。明

治に入ってからは陸軍の練兵場がありましたが、それが公

園に転用され、現在の姿になっています。同じ角度から現

在を写したものがこちらになります。木は大きく茂り、ま

た向こう側に見えるビルが霞が関の官庁街のビルの一つに

なっています。 

さて、三つ目の効用です。続いての効用は防災でありま

す。この防災という効用は我が国独自の効用なのかも知れ

ません。 
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これは大正12年に起こりました関東大震災後の火災の

状況を記録した図面になります。少々見づらくて恐縮です

が、この赤い点々があるところが発火した地点、それから

この赤く塗られたところが類焼したところなのですが、そ

の中に青で小さく矢印が入っています。出火した地点から

どちらの方向に火の手が回ったのかということがはっきり

描かれたものになります。 

この地震発生は9月1日のちょうどお昼時間であったこ

とと、運悪く台風が近づいていたということで大変強風が

吹いていたようです。そのため各地で出火した火の手があ

っという間にこのように燃え広がったわけです。 

このときに人々の意識に上ったのが緑、オープンスペー

スの効用でした。四角で囲まれた３つの場所が、火災の焼

け止まり線と言いますが、ここで火災が類焼を防がれた線

になります。上野公園は台地であるということもあります

が、それ以外のところは樹木で覆われたオープンスペース

であったために燃えるものがなかった、このためここが焼

け止まり線になったということです。 

それ以外にもこの火災で焼け出された方々の逃げ場所に

なり、また仮設の居住地になるということもありました

し、皇居の外苑の辺りでは、怪我をされた方々の医療拠点

にもなっていたようです。さらには、亡くなった方々の仮

設埋設場としても使われたことがわかっています。 

つまり災害の防災機能とともに、火災などの災害発生

後、避難場所あるいは仮設の利用というものが公園緑地の

機能として強く意識された出来事でありました。 

 

横浜市でも火災は大きかったようです。横浜の方が震源

地に近いということもあり大きな被害を受けています。余

談ですが、地震発生後はこのような状況で瓦礫がたくさん

出てきてその処分に困ります。 

 

この困った瓦礫を埋め立てて造られたのが現在の山下公

園になります。災害の発生によって、防災機能を有する公

園が新たに造られたという結果になったわけです。 

 

さて続いての効用は、都市の膨張を防ぐという効用で

す。震災後の昭和7年、1932年に当時の内務省・警視庁・

東京市などによりまして、本格的な緑地計画の議論の場が

設けられました。東京緑地計画協議会と称します。 
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これは都市計画を進める上ではスポット、スポットだけ

ではダメで、やはりもう少し広い視点から考えないといけ

ないだろうと、いわゆる地域計画という観点から、緑地の

計画が作られたものになります。ご覧いただいております

この分類は昭和8年、その協議会の第1回目で示された緑

地の分類図になります。 

都市内においてオープンスペース・空間地がどのような

意味を持つのかというのが初めて体系的に概念整理された

もので、現在に至ります公園緑地の概念の大本になったも

のです。 

 

ここでは数年にわたり議論が積み重ねられ、その結果出

来上がった図面がこちら、昭和14年、東京緑地計画計画

図というものになります。 

真ん中の方に点状に見えますのが公園であり、それから

都心からおよそ10キロ離れたところにグリーンベルトが

配置されています。グリーンベルトで有名なロンドンとほ

ぼ同じ時期に計画が作られたわけです。 

 

大阪でも同様の計画が作られました。 

 

このマスタープラン、思わぬ形で事業化が進められま

す。戦時中の空襲に対する備えという名目で、このグリー

ンベルトのうち枢要な部分については当時の内務省の補助

金を入れて公用地として土地を購入していきました。これ

は火災延焼の防止機能とともに、当時は防空という意味合

いですので高射砲陣地を置くという名目で予算化がなさ

れ、そして公園化をするために土地の買収が始まったとい

うことでありました。 

いわば都市の膨張ということから発したマスタープラン

が、戦時下にあって防空という名目のもとで予算化された

わけであります。ただ残念ながらこの公園として買われた

土地は戦時中でもありましたので、そのまま農地利用され

ておりました。これが残念ながら戦後に仇となり、GHQの

命令によります農地解放で一般の地主所有の農地と同列と

いうことで、元の地主に払い下げられております。 
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このため、このグリーンベルト構想が戦後になって、特

別都市計画法という戦災復興の土地区画整理、都市計画を

進める中で、ほぼ同じ絵柄で、建物の建蔽率、建坪を敷地

に対して1割以下という厳しい制限をかけて、都市の膨張

を防ぐという計画がそのまま踏襲されています。 

特別都市計画法の適用都市である空襲を受けた都市と、

運用上20万人以上の都市で、この緑地地域というものを

定めるということになりまして、東京の23区を含めて全

国で11の都市で、この緑地地域が定められました。これ

らの都市では、都市の膨張の抑制というものを戦後直後で

も真剣に考えていたということであったと思います。  

余談になりますが、東京、大阪など、三大都市圏では市

街化区域内農地という問題がずっと続いています。市街化

区域内農地というのは、いつでも宅地化できる土地である

と捉えてしまうと、固定資産税は宅地と同等に課税される

ことになり、税負担感が重く、農業が継続できない、この

ため都市計画に生産緑地という地域地区を定めることによ

って課税評価額を下げ、農業継続ができるようにするとい

う問題なのですが、東京都心、23区内の農地の問題という

のは、今ご覧いただいている斜線の部分、当時のグリーン

ベルトの名残りということであります。 

時代は遡って昭和の40年代になります。緑地の新たな

効用として加わったのが、伝統的な風景を守るという機能

でした。戦後の昭和30年代後半から、東京・大阪などの

大都市には地方都市からたくさんの方が流れて来られ、職

を求めて家を構えるようになりました。 

 

人々が集まって住むためには住宅が必要で、そのために

多くの農地や里山が宅地開発をされました。いわゆる開発

問題が全国各地で起こってきたわけです。ご覧いただいて

おります写真は神奈川県の鎌倉市になります。三方が山で

囲まれ、南側は海になるという天然の要塞の地形をしてい

ます。現在、NHK大河でも鎌倉幕府が取り上げられており

ますが、この鎌倉にもたくさんの宅地開発が山の後ろ側か

ら迫ってきたということがありました。 

 

この宅地開発の問題は鎌倉だけではなく、当時の古都と

呼ばれた京都や奈良でも発生しています。 

鎌倉では真ん中に鶴岡八幡宮という神社がありますが、

その裏山の開発問題、通称御谷（おやつ）と呼ばれる地形

から御谷騒動と言われる騒動が起きています。京都では双

ヶ丘（ならびがおか）、吉田兼好が徒然草を編んだ庵があ

ったところに学校建設の問題が上がり、また奈良県では若

草山にドリームランドという遊園地を造る構想などが上が

りました。 

こういったことに対処するためにできた新たな仕組み、

古都保存法という法律がございます。下の方に概念図があ

りますが、我が国では神社仏閣などの歴史的・文化的な建

物は多くの場合、裏山の樹林地などと一体となって風景を
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形成しています。清水寺、鹿苑寺金閣、慈照寺銀閣、修学

院離宮、嵐山などもそうです。また東大寺、唐招提寺など

も周辺の自然と一体となってそこの風情が出ているわけで

す。従いまして、お寺などがある裏山の開発がされるとそ

の雰囲気が台無しになる、このため当時、風致地区と呼ば

れる制度がありましたが、それではやはり完全には保全で

きないということで、新たに作られたのがこの古都保存法

という仕組みでありました。この仕組みは、樹林地などを

開発して宅地開発をしようという動きをかなり厳しく制限

を致します。その代わりに、土地所有者からもう使えない

土地だから買って欲しいという申し出があれば、国がお金

を出し、自治体と共にその土地を購入していく、つまり税

金を投入して買ってでも残していくという強力な仕組みに

なっております。 

それだけ伝統的風景はお金を投入してでも守るべきとい

う世論が当時あったということだと思います。現在までに

国費と地方費を合わせて、京都・奈良・鎌倉、合計1000

億を超えるお金が投じられています。今の京都の風景は、

ただそこに残っているのではなく、先人が過去50年に渡

り、かなりのお金を投入して、それで初めて守られてい

る、そういう風景なわけです。 

 

古都保存法の仕組みは2段階規制です。これは鎌倉の図

面ですが、濃いところ、薄いところがあります。この濃い

ところが買ってでも残すというところ、薄いところがそれ

より一段緩い制限の地域になっています。 

 

そして最後にもう一つ見ていただきます。最近大都市部

で見られる、新たな効用の動きです。不動産価値の向上、

あるいは企業の社会貢献という観点から、ここ数年、新た

な動きが出ているという例になります。こちらが名古屋の

ノリタケの森、高級陶磁器メーカーのノリタケの、本社隣

接の工場跡地が公園になったものです。 

公園といってもノリタケがご自身で造られて市民の方々

に開放されています。大変管理の行き届いた地区公園とい

う感じであります。 

 

こちらは東京ミッドタウン、港区の旧防衛庁跡地、そこ

の大規模開発とともに設けられた緑地になっています。 

この開発地は隣に港区立の檜町公園という公園があるの

ですが、そこと一体的に整備され、管理がされています。

こちらも大変管理が行き届いた空間で、天気の良い日は、

コロナ禍の前の写真ですが、これだけの方々が集まりま

す。 
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また、最近ではそういった平場が取れないところでも、

人工地盤の上にあえてこれだけの緑地を取るような例が出

てきています。緑地の面積だけを見ますと6000平方メー

トルもあります。いずれも大都市ならではの取り組みでは

あるのですが、従前であれば開発許可に伴う義務として、

ある意味おまけとして確保されていた緑地が、現在では企

業イメージの向上であったり、さらにはテナントとして、

このビルに入られる方々のための生産性の向上ですとか、

働く方々の健康ウェルネスを確保するですとか、あるいは

最近であればSDGsへの貢献ですとか、そういった観点か

ら緑化が進められているということであります。つまり開

発エリアの全体の不動産価値を上げるために緑地を確保し

たり、緑化を進めるという動きが出てきているということ

であります。 

 

現在の我が国での都市の緑政策は、三つの柱で成り立っ

ています。ご覧のように「創る」というのは都市公園です

が、その左側の「守る」「育てる」というのは民有地の中

での取り組みになります。 

公園関係・公園緑地の施策は、公的な取り組みだけでな

く、民間の取り組みが同じように大切になるというところ

が、大変特徴になっています。公園緑地に求められる効用

が、今ご覧いただいたように歴史的に積み重なってきてい

ること、さらに現在だけを見ても、その地域によって求め

られる効用が異なるということから、行政手法としてこれ

だけのものが準備されているということだろうと思いま

す。 

さて、ここまでかなり駆け足でしたが、公園緑地の機能

とは何か、そこに期待される効用とは何かというものを、

歴史的な経緯、社会の要請でどう変遷してきたかというも

のをご覧いただきました。大都市部を中心にご覧いただい

たわけですが、全体的な流れというものがどういうものか

が、お掴みいただけたのかなと思います。 

 

２．インフラの置かれた状況 

さてここからは今日の本題、老朽化対策の問題になりま

す。まず、最初にご覧いただくのはこちらです。 

 

先月、アメリカのペンシルバニア州で起きた事故であり

ます。報道でご覧になられた方も多いかも知れません。橋

の崩落でした。老朽化した橋が崩落したということであり

ます。インフラの老朽化というのがこのような思わぬ事故

に繋がるということの一つの例であります。 
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我が国のインフラの多くは、昭和の30年代後半から整

備が進められています。当時は道路や下水道、河川、公園

などその施設ごとに5箇年計画という国の計画が立てら

れ、その計画に従って予算が投入され、整備が進められた

という経緯がございます。このため表の右側の欄にありま

すように、あと10年もしますと整備後50年を超えるもの

が過半数を占めてくるという状況になります。 

インフラの老朽化対策としての長寿命化計画ですが、政

府を挙げての取り組みというのが平成24年、今から10年

前から始まっています。 

この24年の夏から国土交通省に設置された審議会で本

格議論が開催されたわけですが、この議論の開始直後に、

中央道の笹子トンネルの天井板の落下事故がございまし

た。最終的には事故の原因は様々な要因が重なったものだ

と結論づけられておりますが、このインフラの老朽化とい

うのもその要因の一つとして強く認識されたわけです。つ

まり、老朽化対策の遅れが事故に直結するということが、

現実として突きつけられたわけであります。 

 

この老朽化対策、公共施設の管理に携わられる第一線の

方々にアンケートを取らせていただいたものの結果がこち

らになります。 

都道府県、政令市、その他、いずれも共通しております

が、老朽化に伴い機能とともに安全性に懸念が生じるとい

うことの他に、対応しようにも十分な人とお金がないとい

うのが共通した答えでありました。すなわち、老朽化対策

というものが必要である、それは単に機能の劣化だけでな

く、事故に結びつきかねない、ただやろうにも人もお金も

足りなくて、さてどうしようか、というのがこのときの状

況だったわけです。この、人とお金の問題というのはかな

り切実な問題で、構造問題ですのでなかなか簡単には答え

が出て参りません。そこをどうするかという問題でありま

す。 

 

まずお金を見ていただきます。これは現在、国会審議が

進んでおります、令和4年度の国の一般会計の予算案でご

ざいます。左側の青が歳出、右側の赤い方が歳入、収入に

なります。 

この歳出の方で、今赤の矢印が出たところを左からご覧

ください。地方交付税交付金約16兆円、自治体予算のバ

ラつきを平準化するための予算です。それから国債費とあ

りますのが、今までの借金の利子を含んだ返済分になりま

す。右側に社会保障費とあります。医療福祉関係予算でこ

れが36兆円、この三つ、ほぼ義務的経費にあたるものの

合計だけで全体の4分の3強、76.5兆円を占めておりま

す。投資的経費というのはこの残りの4分の1、社会資本

整備費については毎年だいたい6兆円という規模でありま

す。 

一方の歳入です。歳入は過去最高の収入見込み額、71兆

円です。予算の3分の2強になります。残りの赤い部分が

公債費とありますが、要は借金になります。つまり、右と

左を比較していただくと過去最高の税収見込額であるにも

関わらず、この左側、支出の方から見ると、ほぼ義務的経

費と言って良いもので消えてしまうわけです。それでも足

りないという状況なわけです。 

この公債について、国が借金を重ねることについては経

済関係の有識者によって様々な議論がございますが、図面

を見る限り、あまり正常な状態ではないと言えるのかも知

れません。これは今、国の予算を見ていただきましたが、

多くの自治体は大なり小なり同じような状態になっており

ます。 
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こちらは国の一般会計予算を、平成2年と令和3年で比

較したものになります。若干留意点は、平成2年は決算ベ

ース、令和3年の方が予算ベースであります。 

令和2年というのは、いわゆる赤字国債を発行せずに済

んだ最後の年でありました。これで見ていただきますと、

歳入の部分、青色の部分ですが、令和2年は決算ベースで

60.1兆円、令和3年度は57.4兆円ということでほぼ変わ

りありません。 

変わっているのは歳入の部分でいきますと、右下の部分

の特例公債、借金の部分になります。なぜこの借金が増え

たか、これを支出で見ますと、増えているのが赤色のとこ

ろにあります社会保障費、これが11兆円から36兆円にま

で膨らんでいます。 

もう一つが、右側のオレンジの部分、国債費です。借金

の返済費が14兆円から23兆円に膨らんでいるということ

であります。つまり今の国の厳しい財政というのが社会保

障費の伸び、これを補うために借金をし、その借金の返済

と更に伸びる社会保障費のために、また借金を重ねている

という、こういう構造になっているわけです。 

財政赤字というのは高齢化に伴います社会保障関係費の

増大と表裏一体の構造にある、言い方を変えれば、今後、

公共事業関係費というものが伸びる要素はほとんどないと

いうことになります。 

 

公園関係で見てみます。ご覧のグラフは都市公園の、国

だけでなく地方費を含めた整備費の棒グラフと、それから

開園面積の様子を表した折れ線グラフであります。 

このグラフは昭和45年、新都市計画法の施行時からの

数字になりますが、公園は昭和47年から5箇年計画と言

われる計画整備が本格化しました。このためぐんぐんと予

算が伸び、最高時は平成7年に約1兆2600億でした。以

後バブル経済の後遺症もあり、どんどん予算が減り、現在

はだいたいピーク時の4分の1という形です。ただ、その

間にもオレンジの折れ線グラフにある通り、開園面積がど

んどん増えているという状況であります。 

 

こちらは建設年度別に公園のストックを表したものにな

っています。建設後50年以上経った公園がどれだけある

かというものを見やすく並べ替えたものになります。道路

や下水道よりも、公園の5箇年計画のスタート時期は遅か

ったものですから、まだそれらから比べて老朽化は進んで

おりませんが、現段階でもかなりのものの老朽化が進み、

しばらくすると相当程度のものが、老朽化対策が必須にな

ってくるという状況であります。 
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こちらは公園の維持管理費であります。維持管理費の棒

グラフと、それから黒の折れ線グラフが単位面積当たりの

単価になります。こちらも先程の整備費と同じく平成7年

ぐらいまでは管理費もぐんぐんと伸びましたが、それ以降

はほぼ横一線になります。開園面積は増えておりますの

で、結果として単位面積当たりの単価が減り、1㎡当りで

みると現在はピーク時の450円から300円まで減っていま

す。 

もちろん管理費が全てではないのですが、管理費が足り

なくなる、それでも開園面積が増えていくということであ

れば、管理に対する質の維持をどう工夫していくのかとい

うことが求められる構造になっているわけであります。こ

れがお金の方の現状であります。 

 

続いて、今度は人の問題を見ます。こちらは市町村の土

木部門職員の推移を見たものであります。右側の青い点線

は、市町村全体の職員数の推移、左側がそのうちの土木部

門になります。いずれも大きく減少しているのですが、全

体の職員数と比べて、土木職員数の減少割合の方が大きく

なっています。 

このうち人口規模が小さくなると担当職員数も少なくな

り、約1700の自治体のうち3割の自治体ではいわゆる技

術系職員が1人もいないということがわかっています。担

当職員の減少、あるいは不在がどう響くかというものの一

つの参考値がこちらです。 

 

市町村が管理する社会資本がどれだけの割合を占めるか

を示したものになります。赤色が市町村、それから徐々に

薄くなりますが政令市、都道府県、白い部分は国や高速道

路会社ということであります。高速道路などがあるので道

路とトンネルは白い部分になりますが、ほとんどが赤にな

ります。 

公園は一番下の部分ですが、市町村、政令市、それから

都道府県を含めると99%が自治体の管理です。つまり先ほ

どの人数がどんどん減っている、中には技術職員がいない

という状況にも関わらず、管理の比率でいけば圧倒的に市

町村の管理施設がある、そこにお金がないということが加

わるので、わかっていてもなかなか手が出せる状況にない

という話になります。 

 

現在はご覧いただくように政府全体として、老朽化対策

が進められています。赤い左側が国の基本計画、真ん中が

各省庁別に定める行動計画、それに従って、一番右側が施

設別に計画を作るという体系になっています。 
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ご覧いただきましたように老朽化というのが安全にも直

結する大変重大な問題である、しかし人もお金も十分では

ない、ではどうするか。インフラを安全にできるだけ長く

使うために、最も効率的な形で修繕更新計画を考えなけれ

ばいけない、これが長寿命化計画というものの考え方にな

っています。 

 

典型的な長寿命化計画のイメージ図になります。こちら

は長野市の公共施設等総合管理計画のうち、いわゆる公共

建築物、市が保有する建物のインフラの長寿命化計画にな

ります。左側の棒グラフがありますが、これが長寿命化計

画を立てる前の将来の見込みであります。 

青い棒グラフが修繕費、赤いものが更新費を表していま

す。それを単純に並べて平準化したものが赤い横線です。

ところが、長野市の過去5年間の投資的経費の平均値は、

この青い横線になります。 

赤い線は年間にならすと140億を超えるお金、一方、過

去の5年間実績での改修更新費というのが80億円ちょっ

としかありません。つまりそこで60億円以上差が出てき

てしまう。これを埋めるにはどうするかという、非常に現

実的な問題になります。 

このため、右側の方にいろいろ図がありますが、一番上

が現在の状況です。これをできるだけ長く使う、長寿命化

をしていくということ、さらにはこの投資を少なくするた

めに、もう修繕もやめてしまって、施設そのものを無くし

てしまおうという総量を減らすということもあるでしょう

し、その上で、できるだけ年度間の予算のバラつきをなく

すためにどう平準化していくかということを考える、これ

が長寿命化計画の基本的な一つのパターンになります。 

 

この資料は国交省からの資料で、国土交通省が平成30

年に推計致しました所管分野の維持管理更新費が今後30

年間でどれだけの額になるのかという試算、その額になり

ます。真ん中に表がございますが、この右上の赤い文字だ

けご覧ください。176.5から194.6という数字がありま

す。これは今後30年間で約180兆円、おそらく修繕更新

費がかかるということであります。 

180兆円を30年で割れば、1年当り6兆円、先ほどご覧

いただいた国の一般会計予算の社会資本整備費と同額であ

ります。何もしなくてもこれだけのものが維持修繕費でか

かってくるという試算になります。 

なおこの上の箱書きの中の最初のところに「予防保全の

考え方によるインフラメンテナンスの実施を基本とし」と

いう赤線があります。ここは少し解説を加えさせていただ

きますと、維持管理の考え方は、現在、事後保全型と言わ

れるものと、予防保全型という二つに分けて議論する場合

が多くなっています。予防保全というのは、不具合が生じ

る前に、ちょこちょこと修繕を重ねて対策を講じ、長く使

っていこうという考え方。事後保全というのは、不具合が

生じてから対策を講じようというものになります。施設の

中身にもよるのですが、一般的には予防保全型の方が、ト

ータルとして見たときには、単価が安くて済むということ

がわかっています。 

この国交省の推計は、その予防保全型という考え方に基

づいて推計がなされたわけですが、それでも全体で180兆

円超、年間当たり6兆円のお金がかかるということがわか

っています。つまり限られた予算で、予防保全という最良

の方法を取ったとしても、これだけのお金がかかってく

る、それにはできるだけ効果的、効率的に執行しなければ

いけないということになるわけです。ではどのような点に
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注意して、この保全をしていけば良いかというのが次の議

論になってまいります。 

 

３．アフターコロナのまちづくり 

さて、2番目の話題では、社会資本の多くは昭和30年代

後半からの整備であり、老朽化対策が今求められていると

いうこと、しかしながら国も地方も含めて、人とお金の問

題があり、なかなか簡単には進められていないというこ

と、そのために長寿命化計画というものが定められること

になり、各地で策定が進み、その実践が求められていると

いうことをご覧いただいたわけであります。 

ここからは「アフターコロナのまちづくり」としまし

て、新型コロナの感染症を経た後、その都市、まちのあり

方をどのようにしていくべきかという議論を参考にしなが

ら、この長寿命化、修繕・更新を含めていくときに、何に

留意しながら進めていけば良いのかということを見ていた

だきたいと思います。 

 

コロナ禍有識者ヒアリング・これからの視点 

 

新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性の検討

について、こちらも国交省の資料です。2年前、最初の緊

急事態宣言が出された直後、2年前の5月ぐらいですね、

連休が過ぎたあたりから、当時の都市局では、この新型コ

ロナ危機を踏まえた後のまちづくりのあり方について、各

界の有識者の方々に様々なご意見をいただきました。ご意

見をお伺いした方々の名前がこちらに載っております。 

 

このご意見を拝聴した後、さらに人数を絞って、検討会

を設けまして、この中で今後のまちづくりのあり方、様々

にご議論をいただいたところであります。このヒアリング

の後の議論は、表題の上にあります「デジタル化の急速な

発展やニューノーマルに対応した都市政策のあり方」とい

う長い名前になっています。 

つまり、ニューノーマル、コロナの影響の後のまちづく

りとともに、今、技術革新がどんどん進んでいるデジタル

化、これを掛け合わせて、どのようにまちづくりを進めた

ら良いのかということをご議論いただきました。今ご覧い

ただいておりますのが、議論の結果出た、中間取りまとめ

の概要になっております。 

真ん中のあたりに、今後の目指すべきまちづくりの方向

性が出ておりますが、委員会の結論として三つご指摘をい

ただきました。一つが、人間中心市民目線のまちづくりで

あるということ、これが一つ目。二つ目は、市民のニーズ

に応じて機動的にまちづくりをしていくべきであるという

こと。そして三つ目は官民が有するストック、ここでは都

市アセットと言っております、これを最大限に利活用すべ

きであるということ。この3点のご指摘をいただいたとこ

ろであります。こうまとめますと、いずれもある意味、当

たり前のことをご指摘いただいたわけです。ただ、これを

インフラのこれまでの管理という点から眺め直すと、かな

り厳しいご指摘にも聞こえます。 

つまり一つ目の人間中心・市民目線のまちづくりという

のは、施設の維持管理ばかりに目が囚われて、利用者目線

がないがしろにされていたのではないかという指摘にもな

ります。 

二つ目のニーズに応じて機動的にまちづくりをしていく

べきというのは、過去の先例に囚われすぎていないか、あ
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るいは制度を言い訳にしてやってみるということを怠って

いないか、ということであります。  

そして最後の、官民のアセットを最大限に利活用という

ことですが、これはある意味、公も民もそれぞれ自分の殻

に閉じこもっていないか、お互いにパートナーとして信頼

が足りていないのではないかというようにも読み取れるわ

けです。 

つまり、このコロナでの議論は、結論から遡ると、これ

まで可視化されてこなかった、あるいは薄々は感じていた

けれども、前景化することのなかった課題が浮き彫りにな

ったということでもあるわけです。この中間報告ではこれ

以外にも、官民それぞれの多様な主体がその将来のビジョ

ンをしっかりと共有化した上でさらにその地域、地域の自

然や景観、歴史・文化、さらには人々の間と企業の繋が

り、社会のコミュニティ、これこそが社会のそれぞれの地

域の資本、財産だから、それを大事にしてまちづくりをす

べきということの提言がなされています。 

 

これは先ほど見ていただいた老朽化対策を進める上でも

大変参考になる視点だろうと思います。言い換えればまち

づくりは、これも当たり前ですが、ハードとソフトの組み

合わせの両方が大事だということを改めてご指摘いただい

たということです。 

この長寿命化対策、冒頭でも申し上げましたが、なぜ今

長寿命化対策をするのかというのが、今あるインフラ・施

設を将来も使い続けられるようにするというのが目的であ

ります。つまりその施設が使われるということが大前提に

なるわけです。 

使われる社会資本、ここで言えば使われる公園ですが、

そういうことを考えて、修繕なり更新計画を立てるという

ことが必要になるということだと思います。 

 

公園のストックの現状・運用が課題 

 

こちらは都市公園のストックの状況を見ていただけるも

のであります。一般には公園は欧米諸国から比べると少な

い、見劣りがする、ということが今でもよく言われます。

確かにご覧いただく通り、グラフで見てもウィーンと東京

の比較図で見ても、緑の部分が圧倒的に少ないというよう

にも見えます。 

 

ただ、全国に今どれだけのストックがあるかということ

を見ますと、12万7000ヘクタール、日本国内にはありま

す。12万7000ヘクタールというのは琵琶湖の面積の倍、

熊本市の面積が390平方キロですからそれの3倍よりも大

きい数字が、全国に公園としてあるということです。 

人口1人当たりに直すと、10平米を超えています。6畳

よりも広いということです。この1人当たり6畳という数

字がどれくらいか。例えば、花見や花火大会で場所取りを

することを考えれば、家族4人で家族一人ひとりが6畳の

ゴザを敷いて、そこの場所取りをするのと同じ面積です。 

それだけのゴザを敷いたら、周りからいったいどれだけ

白い目で見られるかという、それだけの広さがある。これ

を活かさない手はない、ということであります。 



17 

ただ公園に行くと、残念ながら全国各地でこのような看

板が多く見られます。 

 

利用者の一部から見れば、公園は非常に使いづらいとい

う窮屈な印象を与えてしまっているのも事実です。公園は

限られた園内で、多様な利用がなされますので、どうして

もその利用者の調整、利用調整という言い方を致します

が、それは行政としてもやらざるを得ない部分がありま

す。 

また、迷惑行為がいろいろ重なれば、一律このような形

で禁止にせざるを得ないということもあるのも事実であり

ます。実際、公園の第一線の管理担当者が日々つらい立場

に置かれています。利用者の方々、節度をお持ちになった

方々ばかりでももちろんありませんし、クレームは全て管

理者に参りますし、クレームに対応してこういった禁止行

為をすれば逆にクレームが来るというような立場に置かれ

ています。 

最近は減りましたが、いろいろと理由をつけて公園に建

物を建てさせてくれという声もたくさん届きます。公園の

価値はオープンスペース、空間地であるということが第一

義的な価値ですので、建物を建ててしまえばその価値は失

われる一方で、断れば断ったであいつらは頭が固いと内部

からも言われてしまうような場面もある、そういう苦しい

立場にあるのは十分わかっていながらも、その上であえて

言えば、とりあえずダメという運用をするということによ

って無意識のままに、元々が皆さんお使いになる施設であ

りそのためにどうするか、というこの基本線のところが忘

れられていないか、思考停止に陥っていないかという問題

意識に繋がってくるわけです。 

 

 

 

ストックマネジメント 

 

現在の政策課題の1つは、ご覧いただいた通りの老朽化

対策でありますが、その前提としてもう一つ考えなければ

いけないのは、いかに使われるようにしていくかというこ

とです。これは都市公園の例でありますが、先程ご覧いた

だいたような予算・組織の問題だけでなく、そもそも公園

が老朽化するだけ長い年月が経っていれば、その公園の周

囲の土地利用も大きく変わっており、公園を使っていた

方々の年齢層ですとか、あるいは人数というものが大きく

変わっているわけです。ニーズの変化やその運営の仕方も

工夫しなければいけません。つまり長寿命化、修繕・更新

は使い続けるためにどう工夫していくべきかということを

トータルで考えなければいけない。これが包括的にストッ

クマネジメントを考えていかなければいけないということ

なのだと思います。 
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今でもできる（柔軟な運用 設置管理許可ほか） 

 

先程の禁止看板もそうですが、槍玉にあがるものに都市

公園法という法律があります。公園の発祥は、冒頭にご覧

いただいた通り、民間施設で料亭があったり、あるいは旅

館があったり、飲食店があったりと、セットの自由な空間

であったわけですが、放っておくといろいろなものが建っ

てしまいます。 

特に戦後の荒廃期には、公園の中にいろいろな建物が建

ってきたり、あるいは住宅地に転用してしまったりという

ことで、改廃されるものが多数出ました。これを防ぐため

にできたのが、昭和31年の都市公園法という法律です。

戦後11年目のことでありました。ただこの制度創設の背

景から、公園を消滅させる、つまり公園を改廃させるよう

な行為を厳しく制限しながらも、元々が歴史のところで見

ていただいた通り、人々が集まってそこで飲食をしたり休

んだりという、民間の施設が入るというものがスタートで

した。そういうものには大変広く門戸が開かれたような仕

組みになっています。ただし、この法の運用には、管理者

の運用の力量が問われるというのも事実です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の運用から見ますと、これは冒頭に見ていただいた

上野公園です。明治6年の太政官公園ですが、右側のとこ

ろに赤く小さく出ておりますが、精養軒という名前が見え

ます。西洋料理を提供するお店ですが、公園開設の3年

後、明治9年に上野公園の不忍池に開業しました。現在も

開業中であります。 

 

これは設置・管理許可と言われる仕組みであります。設

置・管理許可というのは公園法に特殊な仕組みなのです

が、公園を管理する自治体以外の民間の方々が、公園施設

であるレストランや売店などが設置できるという仕組みで

あります。これで造られています。 
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日比谷公園の中にある松本楼という、これもフランス料

理屋であります。こちらは市区改正によって日比谷公園が

明治36年に開園致しましたが、その開園にあわせて、当

時の東京市が入札をして、営業者を決めてこのレストラン

が造られています。現在の建物は3代目の建物になります

が、もう100年以上、こちらで経営をされています。 

 

これは占用許可と呼ばれるしくみです。福岡県の清流公

園というところですが、夜の福岡の風景そのままが公園の

中にあります。この占用許可というのも一言解説を加えさ

せていただきますと、本来、公園の中にはなくても良い施

設でありますが、社会生活を維持する上では、必要最小

限、公園の中でも建物の建築が認められるというような仕

組みです。例えば交番派出所ですとか、地下の駐車場です

とか、災害時の仮設住宅ですとか、通常は必要がなくても

社会全体から見れば必要だろうというものが占用にあたる

ものです。最近の制度改正では待機児童対策として保育園

が占用物件に加わっています。 

 

もう一つ、公園を形づくるものにイベントなどの開催が

あります。制度上は「行為の許可」という言い方を致しま

すが、ご覧の通りビールの祭典があったりモトクロスのイ

ベントがあったりということで、工夫次第でいろいろなこ

とができるということです。都市公園の中ではいろいろな

ことをするときには、この行為をやりたいという方が、公

園管理者の許可を受けなければならないというのが制度上

の規定になります。 

このため許可権者の権能は大変強く見えるのですが、言

い方を変えると許可しなければできないというのは、許可

すればできるということですので、そこは各地域地域でい

ろいろと工夫可能な道が開かれているということです。 

 

公園施設長寿命化計画 

 

長寿命化計画です。先程はイメージ図で見ていただきま

したが、少し中身も見ていただきます。これは公園施設の

長寿命化計画の策定指針、国が出したものの指針の一部に

なります。 

公園というのは道路や河川とは異なりまして、小さい細

かい施設の集合体になります。園路があり、目には見えま

せんが上下水道・電気が地下に入り、所々にレストラン・

売店などもあり、もちろん公園の樹木もあり、というわけ

です。この施設について、それぞれに計画を立てることに

なります。 

健全度調査をするときには予備調査と称してあらかじ

め、先ほど出てまいりました予防保全型にするのか、事後

保全型にするのかという区分を致します。例えばゴミ箱や

水飲みといったようなものは修繕をするよりは交換した方

が早いとか、これは事後保全になるのですが、それ以外の

建築物系のようなものが、予防保全という、あらかじめ計

画的に修繕をするということになります。 

こうした健全度をAからDまで判定をした上で、危ない

ものについて緊急度を出し、その緊急度の高い方から優先

的に修繕をしていくべきだということで、この計画を作っ

ていくことになります。 
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これは点検例です。遊具の点検にもこれだけの点検をす

るということです。点検には当然、技術を要しますので、

技術を要した方々の人材育成というのも課題になってきま

す。 

 

そして、こうした点検をした後、施設毎にこうした表を

作ります。上の方に表がございますが、この設置年度から

現在までどれだけの管理費がかかってきているのか、それ

に加えて、今後毎年どれだけのお金がかかっていくのかと

いうことを出していきます。 

これを公園施設毎に集合させたものが全体の長寿命化計

画になっていくわけです。どのくらいの施設をやるか、一

例を申し上げますと、九州の福岡県に海の中道海浜公園と

いう国営公園がございます。現在は計画面積540ヘクター

ルのうち約350ヘクタールが開園しておりますが、ここで

は約1万6000の公園施設がございます。全部については

なかなかできませんので、予備調査を経た上でまず優先度

の高い4000施設を取り上げて、この表を作っています。

加えて修繕をするときに、できるだけ間接工事費を安くす

るために、エリア単位のロット区分をして、そのロット区

分単位で修繕をしていこうという計画を立てております。

かなり細かい作業でありますが、こればかりは、やはりや

らないと次に進めないということであります。 

 

ストックの再編 

 

続いては都市公園のストックの再編、これは利用ニーズ

に応じて公園の配置と機能を見直すという事業です。この

事業は平成27年度から国の補助事業として作った事業に

なります。 

右の方に絵がありますが、公園が古くなるに連れて、

元々公園があった時とは立地の条件が異なってくるのが通

例です。例えば元々は住宅地であったのが、いつの間にか

周辺が商業地になってしまって、人の流れが全く変わって

しまったとか、あるいは住宅地ではあったものの高齢化が

進んで、利用される方のニーズが変わったとか、逆にマン

ションがいくつも建ったために面積が不足してしまったと

か、いろいろあるわけです。そのためこの変化に合わせ

て、単に修繕・更新するだけでなく、立地そのものを見直

したり、あるいは中の機能を見直したりする、これがスト

ック再編という考え方です。 

 

この国の事業は、雛型がありました。北九州市の取り組

みです。北九州市では小学校区単位で、学内の公園全部を
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対象に、住民の方々と密に意見交換をしながら、計画的な

再整備を進めていらっしゃいます。現在は着手後約10年

が経過して、全公園のうち3割近い公園の再整備が進んで

います。 

 

こちらがある小学校区単位のイメージ図です。このよう

にエリアを取り、10公園ぐらいありますが、これら全てを

一括で議論していきます。公園単体ではなく、町内会単

位、小学校単位でやっていくというところに特徴がありま

す。おそらく全国的にも将来、老朽化施設が現在どう使わ

れているのか、周辺の利用される方々の状況がどう変わっ

てきているのか、それを踏まえると修繕・更新はどのよう

な形で進めていけば良いのかということを、時間軸の流れ

でしっかり考えないといけないということなのだろうと思

います。 

そのためには、公園について言うと老朽化の具合だけで

なく、そもそも現在、どのように利用されているのかとい

うことを知ることが大前提になります。従前の公園の利用

実態調査というのは、検査員・調査員が目で見て、目視で

調べるようなやり方をしていましたが、やはりマンパワー

には限界があります。こういったところが今のデジタル情

報化、あるいはAIというものを使い、利用層を着実に正

確に意識しながら調べていくということが必要になってく

るのだろうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

官民協働（P-PFIなど） 

 

老朽化対策を進める上では、官民連携というのも大事に

なってまいります。 

ご覧いただいておりますのが今から5年前に制度化され

ました仕組みで、通称「パーク・ピーエフアイ」という言

い方で呼ばれている仕組みになります。これは公園に必要

な施設、収益施設を自治体が公募しまして、その公募の条

件に、収益の一部で老朽化した園路・広場などを合わせて

設置管理をしてほしいというものになります。 

その代わり優遇措置として、施設の設置管理期間を10

年間から20年間に延伸するとか、あるいはレストラン、

売店のようなものであれば案内看板を置いて構いませんと

か、あるいは一部については予算と、それから融資制度で

支援をするというような仕組みになります。 

これは制度創設5年で、今じわじわあちらこちらで活用

が進められてきていて、今年度末で応募中のものも含める

と100ヶ所を超える見込みになっています。制度の内容は

先程から見ていただいた設置管理許可という、民間の方々

が公園の中にいろいろな収益施設をつくる仕組みがござい

ますが、そこに至る手続きを決めるしくみになります。 
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こちらは名古屋の久屋大通公園です。名古屋市は第二次

大戦後の戦災復興で100メートル道路が縦横に入りまし

た。久屋大通公園は、この100メートル道路の中心部が公

園になっています。 

 

現状は樹木が生い茂って少し寒々とした空間になってい

ました。これを思い切って、成長の悪い樹木を間引きして

明るい空間に作り直しています。このような芝生の明るい

空間にした上で周辺にレストランや売店などが並ぶという

形にしたところ、この写真はオープン時でコロナ禍の中で

あったのですが、たくさんの人が訪れていらっしゃいまし

た。 

 

余談ですが、こういう公園の樹木も施設と同様に老朽化

致します。しっかりと管理ができない限り、樹木もやはり

寿命がありますし、特に植栽基盤があまり良くないと、一

定年度を過ぎますと、上の重量が重くなって大きな台風な

どで倒れてくることがあります。 

老朽大径木の対策というのも、実は公園の中では重たい

課題の一つになっています。街路樹なども全く同じで、植

栽基盤がしっかりしていないと、植えて30年、40年もし

てくると、植え替えができないときには、もう間引きをす

るしかないというようなことが出てくるかもしれません。

これはまた別の話ですが。 

 

中間団体との協働 

 

そして考えるべきは、指定管理者などの中間団体といか

にパートナーシップを組むかということがあります。この

資料は冒頭にも出てまいりました、都立公園の指定管理者

であるNPO birthさんからいただいた資料になります。 

NPO birthさんは、人と自然が共生する社会を実現する

ということを目的に活動されていらっしゃって、その一環

として公園の指定管理をされ、実践の場にされていらっし

ゃる方々であります。この資料にあります通り、左上から

見ていくと最後のゴールは、自然、人、街が元気にとあり

ます。まさに本来のインフラの役割、目的がここに記載さ

れているわけです。 

このような中間団体との協力ができる体制作り、これは

大変大事ですし、こういった団体から上がってくる声を、

行政もしっかり受け止め、協力体制を組んでいくというこ

とも大事な視点なのだろうと思います。 

 

他のインフラでも（コモンスペース） 
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ここまでは公園を見ていただきましたが、公園以外で

も、こういったオープンな空間に対するニーズは大きいも

のがあります。これは愛媛県の松山市の例ですが、左上に

小さく見えますが駐車場を仮設的に広場にしたものであり

ます。 

社会実験として行いましたので、こういったことができ

たわけですが、たくさんの人が集まりました。 

 

石巻市の歩行者天国です。歩行者天国自体は歴史が古く

昔からありますが、こちらは東日本大震災で被害を受けた

地域のコミュニティ作りの場として、このような取り組み

がなされているということであります。いわば建物ではな

い外部の空間が、コモン、皆さんの共有地として使われて

いる、これは大変大事な機能なのだと思います。 

このような外部空間が大事だというのは制度化する上で

も大変参考になり、実際、制度化も進んでいます。 

 

こちらは平成2年に制度化されたもので、通称ウォーカ

ブル、歩きたくなるまちづくりという言い方をしますが、

国交省の都市局で進めている政策です。 

まさに人間中心に、人の目線から見て歩いてみたくなる

まちをつくる、そのためには、街路の空間だけでなく、

所々にある民間のオープンスペース、あるいは建物の1階

部分というのも非常に大事であるという思想で、予算、

税、法律の仕組みが整えられたものです。 

またパワポのデータにはありませんが、このコロナ禍の

中で道路法も改正されて、歩行者利便増進道路制度という

ものができています。「ほこみち」と言いますが、歩行者

優先の道路につくり替えるということです。歩道の中に滞

留のスペース、カフェができても構わないし、場合によっ

ては交通量の減少があれば、車線を1車線潰して歩道を拡

げるというようなことができるようになっています。 

つまり近年の制度改正や先行事例が示すのは、いわば基

本に帰ること。そもそもインフラ整備は何のためにあるの

かというと、人が快適に住まうためのツールとしてつくっ

てあるわけです。これが今、老朽化し、修繕更新の時期に

来ているのであれば、この機会に初心に帰り、いかに世の

中の動きに合わせて、今のニーズに合ったものにつくり替

えていくかという視点を考える。制度も着実にそういった

方向に向かっているということです。 

ただここで難しいのは、全国に共通する話ではあります

が、基本的にインフラというものは、その地域、地域の一

品生産品です。規格が決まっていたとしても、どうつくり

込むかはそれぞれの地域で知恵を出して考えなければいけ

ない、カスタマイズする必要があるわけです。そこがそれ

ぞれの地域ごとの知恵の絞りどころということだと思いま

す。幸い、先週2月14日から、公園に関しては、国土交

通省の中に柔軟な管理をどうしていくかを議論する検討会

の1回目が開催されました。委員長には熊本市都市政策研

究所長の蓑茂先生にご就任いただいております。様々な論

点がありますが、いずれも人間中心で、なおかつ使いやす

くする、使われるインフラにするにはどうするか、そのた

めの管理運営はどうあるべきかということをご議論いただ

く予定と伺っております。 

検討結果については、自治体が運用しやすいように制度

化も視野にしたいということですので、ぜひいろいろな議

論が進むことをご期待申し上げたいと思います。 
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終わりに 

 

さて、長時間にわたりお話を申し上げました。ありがと

うございます。今日は三つお話をさせていただきました。 

基本はストックマネジメントというキーワードで、社会

資本をこれからどうしていくのかということについてお話

をしたわけです。社会資本の老朽化が進んで、その修繕等

を進めるためには、人とお金の問題が絡むので、長寿命化

計画を作り、それを実践するということが求められます。 

その際、社会資本というのは使われることが大前提の施

設であり、老朽化対策というのは今後も使い続けるために

行うものであり、だとすると人間中心であり、ストックの

活用であり、ということを考えていくべきであるというこ

とであります。そのときの視点がこのストックマネジメン

トなのだということをお話ししました。 

一方、インフラはいずれも一品生産になります。土地の

状況に応じて設計され整備され管理されるという施設で

す。つまり、他の事例は参考になりながらも、そのまま各

地域で適用できるわけではありません。地域の状況を見な

がらそこは知恵を絞っていかざるを得ないというわけで

す。その際、インフラの管理運営というのは一義的には行

政の役割ではありますが、これを使われるのは一般市民の

方々であり、また様々な方々であるわけですから、行政団

体が、先ほどのNPO birthさんのような中間団体と手を取

り合いながら、いかにこの公マインドを持っていただいて

いる方々と手を取り合って管理ができるようなことを考え

られるか、そういった社会作り、人作りというのも大変大

事なことなのだろうと思います。 

 

さて最後にですが、都市政策研究所ではこのような資料

を作られていらっしゃいます。都市形成史・都市計画史図

集というもので、全部で3冊出されております。こちらは

明治初期から現在に至るまでのまちづくりの経緯が図面と

解説とともにセットで、このように製本化されています。 

私も全部拝読させていただきましたが、大変な労力を重

ねられて作られた資料だということがわかりました。これ

を読みますと、今の街がどのような経緯でこの姿になって

いるのかということが、大変よくわかります。 

このような街づくりの歴史的経緯を知ると、今の街の見

方・見え方というものが、全く異なるものになってきま

す。本日は長寿命化対策のお話をさせていただきました

が、本来インフラは街全体をどうするかという問題の中

の、パーツに過ぎません。 

今日この講義をお聞きいただいている自治体の方がいら

っしゃれば、熊本市ではこれを販売されているようですの

で、ぜひ手に取ってご覧いただくと、それぞれの都市で

も、どのような考え方でその街がつくられてきたかを考え

る参考になると思います。そしてそれがわかると今後どう

するべきかという大変なヒントになるだろうと思います。

ぜひ手に取っていただければと思います。 

さて、最後の最後にですが、これは熊本市の中心部にあ

ります花畑広場であります。来月の3月19日からこちら

で全国都市緑化フェアが開催され、そのメイン会場の一つ

になります。 
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全国都市緑化フェアというのは昭和58年から開催され

ておりまして、毎年持ち回りで、各県で開催されている花

のイベントになります。各県での開催のテーマは様々であ

りますが、通底に流れている視点というのが、緑の視点、

今日ご覧いただいたオープンスペースの視点から住みよい

まちづくりを考えるための実践をする場、それを試行的に

トライしてみる場、ということであります。 

この花畑広場は広場として設計され、整備されていま

す。大変素晴らしいまさにセントラルパーク、中央公園だ

と思います。また、管理も新たに広場条例を作られて、で

きるだけ柔軟な運用をしようというような取り組みだとお

聞きしております。 

大袈裟に言えば、中央公園ですから、これから熊本市で

生まれ育つ方々がここでいろいろなイベントに参加し、街

の記憶として定着し、大きくなってからは自分の子どもを

またここに連れてきて熊本の都市の記憶を引き継いでい

く、そういう場になるのだろうと思います。 

これからは人口がどんどん減少致します。全国どこでも

そういう形になります。東京でも最近は人口社会減が見ら

れるようになってきました。人口が減るということは、都

市の地域、住まいをいきなりコンパクトにはできないの

で、一時的には密度が薄くなる、人々が会う機会が少なく

なる、ということです。 

だからこそ、こういった人々が集まれる空間を公共とし

て準備をし、しっかりとした運営をしていくというのがこ

れから非常に大事なことになるのだろうと思います。今日

はインフラの話、老朽化の話でしたが、さらに言えば、イ

ンフラがなぜあるかというのは、まちづくりをしていくだ

けではなく、最終的にはそこに住まう方がいかに安全に住

まい続けられるかというための仕掛け、ツールなのです。 

ぜひこの緑化フェアを会場にしながら、いろいろな仕掛

けをここでトライしていただき、またフェアの開催後もこ

ちらを、できるだけ市民の意に沿った使いやすい空間で運

用していただくように、それが都市緑化フェア開催のレガ

シーであり、また、これからの熊本市だけでなく、おそら

く長寿高齢社会を迎える全国の一つの成功例になるのかな

という気が致します。 

長きに渡りましたが、約80分間お話をさせていただき

ました。ご清聴ありがとうございました。

 


